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当初予算総額の推移

企業会計

特別会計

一般会計

※平成17年度は一宮町当初予算額を合算
　平成19年度は音羽町、御津町当初予算額を合算
　平成21年度は小坂井町、豊川宝飯衛生組合当初予算額を合算
　（豊川宝飯衛生組合分は豊川市及び小坂井町の負担金を除いた額）
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◎　用　語　解　説　①

○　一　般　会　計

　本市の場合、下記の企業会計を設置しています。

○　特　別　会　計

　一般会計は、地方公共団体の行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計です。

　一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区分して別個に処理するための会計です。

　本市の場合、下記の特別会計を設置しています。

　企業会計は、地方公営企業法が適用される公営企業の会計をいいます。

　　豊川西部土地区画整理事業

土地取得

　　水道事業

　　病院事業

　　公共駐車場事業 長沢財産区管理事業

　　国民健康保険 萩財産区管理事業

○　企　業　会　計

　　豊川駅東土地区画整理事業

　　後期高齢者医療

　　公共下水道事業 一宮財産区管理事業

　　農業集落排水事業 赤坂財産区管理事業

介護保険

ますが、現在のように行政の活動範囲が広範多岐に渡ってくると、単一の会計ではその内容がかえって複雑になり、内

容も理解しにくくなるため、会計を一般会計と特別会計に区分できることとなっています。

議会運営に要する経費などを計上する議会費、障害者や高齢者への支援や保育所に係る経費などを計上する民生費、

道路、河川や公園などの整備、維持管理に要する経費などを計上する土木費、小中学校の管理運営に要する経費などを

計上する教育費などに分けて表示しています。

地方公共団体の会計は、単一会計主義といわれるように、本来単一の会計によって経理されることが理想とされてい
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一般会計予算額の推移※平成17年度は一宮町当初予算額を合算
　平成19年度は音羽町、御津町当初予算額を合算
　平成21年度は小坂井町、豊川宝飯衛生組合当初予算額を合算
　（豊川宝飯衛生組合分は豊川市及び小坂井町の負担金を除いた額）百万円
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歳入科目別予算額

市税 27,356
(47.5%)

地方譲与税 550
(1.0%)

地方消費税交付金 1,959
(3.4%)

自動車取得税交付金 145
(0.3%)地方特例交付金 120

(0.2%)

地方交付税 5,000
(8.7%)

分担金及び負担金 1,018
(1.8%)

使用料及び手数料 945
(1.6%)

国庫支出金 7,637
(13.3%)

市債 3,795
(6.6%)

その他 308
(0.5%)

県支出金 3,872
(6.7%)

財産収入 141
(0.2%)

諸収入 2,309
(4.0%)

繰越金 700
(1.2%)

繰入金 1,735
(3.0%)

（単位：百万円）
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○　市　税

・

・

・

・

・

・

○　地方譲与税

・

・

都市計画税都市計画税都市計画税都市計画税は、都市計画事業等に要する経費に充てるため、これらの事業によって利益を受ける土地及び家屋の

地方揮発油譲与税地方揮発油譲与税地方揮発油譲与税地方揮発油譲与税は、国税である地方揮発油税を財源とし、地方揮発油税の１００分の４２に相当する額が、市

　本市の場合、地方譲与税には地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税があります。

所有者に対して市町村が課する目的税です。

自動車重量譲与税自動車重量譲与税自動車重量譲与税自動車重量譲与税は、国税である自動車重量税を財源とし、自動車重量税の３分の１（平成２２年度以降は当分

（市町村道）の延長及び面積でそれぞれ２分の１ずつ按分して譲与されます。

市民税には、個人市民税と法人市民税があります。

納税義務者は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者で、卸売販売業者等が製造たばこを小売販

入湯税入湯税入湯税入湯税は、鉱泉浴場における入湯客の入湯行為に対して市町村が課する目的税です。

町村の道路台帳（前年の４月１日現在）に記載されている道路（市町村道）の延長及び面積でそれぞれ２分の１

ずつ按分して譲与されます。

の間、１０００分の４０７）に相当する額が、市町村の道路台帳（前年の４月１日現在）に記載されている道路

たる定置場所在の市町村において課するもので、車種や排気量の大小などにより税率が定められています。

◎　用　語　解　説　②

　本市の場合、市税には市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税、入湯税、都市計画税があります。

売業者に売り渡す場合などに課せられます。

固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税は、土地、家屋及び償却資産に対して課される一種の財産税です。

って有力な財源となっています。

市たばこ税市たばこ税市たばこ税市たばこ税は、製造たばこの売り渡し又は消費等に課する税です。

入の主要財源となっています。

市民税市民税市民税市民税は、広く一般住民や法人に対し負担分任の精神に基づいて課せられるもので、固定資産税とともに市税収

この税は、全ての地方公共団体を通じて普遍性があり、変動が少なく、かつ安定性に富む税であり、市町村にと

軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者等に対して、その主
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○　利子割交付金

○　配当割交付金

○　株式等譲渡所得割交付金

○　地方消費税交付金

○　ゴルフ場利用税交付金

○　自動車取得税交付金

○　国有提供施設等所在市町村助成交付金

該市町村の個人県民税額で按分して交付されます。

　預貯金の利子等に課税される県民税利子割について、その５分の３相当額（事務取扱費を除く。）が、市町村に対して当

３相当額（事務取扱費を除く。）が、市町村に対して当該市町村の個人県民税額で按分して交付されます。

の用に供する土地、建物及び工作物に対し、その所在市町村に交付されるものです。

に対して当該市町村の個人県民税額で按分して交付されます。

　一定の上場株式等の配当等に課税される県民税配当割について、その５分の３相当額（事務取扱費を除く。）が、市町村

　源泉徴収を選択した特定口座における上場株式等譲渡所得等に課税される県民税株式等譲渡所得割について、その５分の

でそれぞれ２分の１ずつ按分して交付されます。

　国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律により、自衛隊が使用する演習場、弾薬庫、燃料庫及び通信施設など

１ずつ按分して交付されます。

◎　用　語　解　説　③

　都道府県間で精算した後の地方消費税額の２分の１相当額が、市町村に対して国勢調査の人口及び事業所統計の従業者数

　ゴルフ場利用税額の１０分の７相当額が、市町村に対して当該市町村のゴルフ場利用税額に応じて交付されます。

　自動車取得税額（９５％分）の１０分の７相当額が、市町村に対して道路（市町村道）の延長及び面積にそれぞれ２分の

- 6 -



○　地方特例交付金

○　地方交付税

・

・

○　交通安全対策特別交付金

○　分担金及び負担金

○　使用料及び手数料

○　国庫支出金、県支出金
　地方公共団体が行う事業に対し、奨励的、財政援助的などの必要性に基づき、国や県から当該事業の全部又は一部が交付

特別交付税は、地方交付税の６％相当額で、地方財政の状況等による特別の財政需要に対して交付されます。

　道路照明灯、カーブミラーなどの道路交通安全施設の設置や管理に必要な経費に充てるために、道路交通法に定める反則

金を財源として、国が市に対して交付するものです。

として賦課徴収するものです。

その便益を受ける人に負担してもらうものです。

　地方交付税には、普通交付税と特別交付税があります。

　地方特例交付金は、所得税から控除しきれない住宅ローン税額控除額を住民税から控除することにより生じる市民税減収

に対応して措置される「減収補てん特例交付金（住宅借入金等特別控除減収補てん分）」として交付されます。

　地方公共団体が、特定の人のためになんらかの便益を与えることに対し、その事務のために必要な経費の全部又は一部を

（※消費税についは、平成２７年度２０．８％、平成２８年度からは１９．５％となります。）

普通交付税は、地方交付税の主体をなすもので、その総額は、地方交付税総額の９４％に相当する額です。

　地方交付税は、国税である所得税、酒税の３２％、法人税の３４％、消費税の２２．３％、たばこ税の２５％を

その財源とし、基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に交付されます。

◎　用　語　解　説　④

　一般的に地方公共団体が、特定の事業に要する経費に充てるため、当該事業によって利益を受ける人からその受益を限度

されるもので、その目的ないし性格により負担金、補助金及び委託金の３つに分類されます。
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○　財産収入

○　寄　附　金

○　繰　入　金

○　繰　越　金

○　諸　収　入

○　市　債
　市が事業を実施する場合の財源として、長期の借入資金をもって財源とするものです。

　前年度の余剰金を翌年度に編入する科目です。

　諸収入には、地方税の納期後などに納税された際の延滞金、加算金、過料、歳計現金などの運用により発生する預金利子、

どがあります。

定寄附金があります。

般会計に繰り入れる特別会計繰入金と、一般会計の歳入不足や特定の目的に使用するための基金からその必要額を繰り入れ

貸付金事業に伴う元金及び利子、受託事業や収益事業により発生する収入、その他いずれかの歳入科目に該当しない雑入な

　地方公共団体が所有する土地や物品を売り払いしたことなどにより生ずる現金収入をいいます。

◎　用　語　解　説　⑤

　一般会計、特別会計及び基金の間における、相互間の資金運用で、特別会計の当該目的の遂行に要した財源の剰余分を一

る基金繰入金があります。

　地方公共団体以外の人や団体から受ける金銭の無償譲渡で、その使途を特定しない一般寄附金と、その使途を限定した指

- 8 -



市　税　の　状　況

市民税 11,292
(41.3%)

固定資産税 12,278
(44.9%)

市たばこ税 1,250
(4.6%)

特別土地保有税 0
(0.0%)

軽自動車税 338
(1.2%)

入湯税 44
(0.1%)

都市計画税 2,154
(7.9%)

（単位：百万円）

市民税は個人市民
税と法人市民税の
合算額です。
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市民税、固定資産税及び都市計画税の推移
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※平成17年度は一宮町当初予算額を合算
　平成19年度は音羽町、御津町当初予算額を合算
　平成21年度は小坂井町当初予算額を合算
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1,595

430

430

560

527

530

560

500
1,898

415

2,410

443

3,340

370

5,200

500

3,900

500

4,500

500

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

地方交付税の推移

特別交付税

普通交付税

百万円

地域の元気創造
事業費の創設や
需要費の伸びな
どにより地方交
付税は増えてい
ます。

※平成17年度は一宮町当初予算額を合算
　平成19年度は音羽町、御津町当初予算額を合算
　平成21年度は小坂井町当初予算額を合算
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自主財源の推移

23,305 23,427

33,366

34,204

32,196

34,273

31,61231,924

34,928

32,340

59.3
61.260.659.561.4

67.7

71.370.6

60.260.7

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

自主財源

自主財源比率

％
％

百万円

※平成17年度は一宮町当初予算額を合算
　平成19年度は音羽町、御津町当初予算額を合算
　平成21年度は小坂井町、豊川宝飯衛生組合当初予算額を合算
　（豊川宝飯衛生組合分は豊川市及び小坂井町の負担金を除いた額）
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歳入全体に対する自主財源の比率をいいます。自主財源の多寡は、行政活動の自主性と安定性を確保しているかどう
かの尺度となるため、出来る限り自主財源の確保に努める必要があります。

◎　用　語　解　説　⑥

○　自 主 財 源

○　自主財源比率

　地方公共団体が自主的に収入しうる財源をいいます。

なります。
具体的には、市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入の合計額と

- 14 -



市債借入額と元金償還金の推移

2,495

1,487

2,948

1,595
1,6541,7231,696

2,041

3,203

1,741

1,538

2,250 2,300

2,041

638

1,123 1,050

2,200

1,300

1,592

3,161
3,272

4,371

4,777

6,141

6,308 6,285
6,422

6,045

5,611

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

普通債

その他債

市債元金償還金

百万円

※平成17年度は一宮町当初予算額を合算
　平成19年度は音羽町、御津町当初予算額を合算
　平成21年度は小坂井町、豊川宝飯衛生組合当初予算額を合算
　平成16年度以降は、借換債を除く

臨時財政対策債
の借入れなどに
より地方債残高
が増加する傾向
にありましたの
で、１９年度以
降は借入額総額
を元金償還額以
内とし、地方債
残高を減らす努
力をしていま
す。
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目的別予算額

４衛生費 4,645
(8.1%)

２総務費 6,707
(11.6%)

14予備費 40
(0.1%)

１議会費 436
(0.8%)

13諸支出金 2,028
(3.5%)

３民生費 21,853
(37.9%)

６農林水産業費 567
(1.0%)

５労働費 168
(0.3%)

８土木費 5,371
(9.3%)

９消防費 2,128
(3.7%)

12公債費 6,165
(10.7%)

11災害復旧費 16
(0.0%)

10教育費 5,860
(10.2%)

７商工費 1,606
(2.8%)

（単位：百万円）
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性質別予算額

人件費 9,707
(16.8%)

扶助費 12,088
(21.0%)

公債費 6,165
(10.7%)

物件費 9,413
(16.3%)

維持補修費 683
(1.2%)

補助費等 6,597
(11.5%)

普通建設事業費 7,163
(12.5%)

災害復旧事業費 16
(0.0%)

貸付金 886
(1.5%)

積立金 524
(0.9%)

繰出金 4,308
(7.5%)

予備費 40
(0.1%)

（単位：百万円）
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１議会費

２総務費

３民生費

４衛生費

７商工費

８土木費

９消防費

10教育費

12公債費

13諸支出金

１議会費

２総務費

３民生費

４衛生費

７商工費

８土木費

９消防費

10教育費

12公債費

13諸支出金

１議会費

２総務費

３民生費

４衛生費

７商工費

８土木費

９消防費

10教育費

12公債費

13諸支出金

１議会費

２総務費

３民生費

４衛生費

７商工費

８土木費

９消防費

10教育費

12公債費

13諸支出金

１議会費

２総務費

３民生費

４衛生費

７商工費

８土木費

９消防費

10教育費

12公債費

13諸支出金

１議会費

２総務費

３民生費

４衛生費

７商工費

８土木費

９消防費

10教育費

12公債費

13諸支出金

１議会費

２総務費

３民生費

４衛生費

７商工費

８土木費

９消防費

10教育費

12公債費

13諸支出金

１議会費

２総務費

３民生費

４衛生費

７商工費

８土木費

９消防費

10教育費

12公債費

13諸支出金

１議会費

２総務費

３民生費

４衛生費

７商工費

８土木費

９消防費

10教育費

12公債費

13諸支出金

１議会費

２総務費

３民生費

４衛生費

７商工費

８土木費

９消防費

10教育費

12公債費

13諸支出金

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

百万円

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

目的別予算額の推移

14予備費

13諸支出金

12公債費

11災害復旧費

10教育費

９消防費

８土木費

７商工費

６農林水産業費

５労働費

４衛生費

３民生費

２総務費

１議会費

※平成17年度は一宮町当初予算額を合算
　平成19年度は音羽町、御津町当初予算額を合算
　平成21年度は小坂井町、豊川宝飯衛生組合当初予算額を合算
　（豊川宝飯衛生組合分は豊川市及び小坂井町の負担金分を除いた額）
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人件費

扶助費

公債費

物件費

補助費等

普通建設事業費

繰出金

人件費

扶助費

公債費

物件費

補助費等

普通建設事業費

繰出金

人件費

扶助費

公債費

物件費

補助費等

普通建設事業費

繰出金

人件費

扶助費

公債費

物件費

補助費等

普通建設事業費

繰出金

人件費

扶助費

公債費

物件費

補助費等

普通建設事業費

繰出金

人件費

扶助費

公債費

物件費

補助費等

普通建設事業費

繰出金

人件費

扶助費

公債費

物件費

補助費等

普通建設事業費

繰出金

人件費

扶助費

公債費

物件費

補助費等

普通建設事業費

繰出金

人件費

扶助費

公債費

物件費

補助費等

普通建設事業費

繰出金

人件費

扶助費

公債費

物件費

補助費等

普通建設事業費

繰出金

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

性質別予算額の推移

予備費

繰出金

貸付金

投資及び出資金

積立金

災害復旧事業費

普通建設事業費

補助費等

維持補修費

物件費

公債費

扶助費

人件費

百万円

※平成17年度は一宮町当初予算額を合算
　平成19年度は音羽町、御津町当初予算額を合算
　平成21年度は小坂井町、豊川宝飯衛生組合当初予算額を合算
　（豊川宝飯衛生組合分は豊川市及び小坂井町の負担金分を除いた額）
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義務的経費

消費的経費

投資的経費

その他の経費

◎　用　語　解　説　⑦

○　目的別分類

○　性質別分類

　地方公共団体の経費を、その目的によって議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木

め、予算を議会において審議する場合等には意義のある手法となっています。

費、消防費、教育費等に分類することであり、予算、決算における款・項の区分を基準としたものです。
　目的別分類は、地方公共団体の行政目的別、言い換えると各部各課ごとの大まかな予算の比重を知ることが出来るた

貸付金等

扶助費
公債費

　地方公共団体の経費を、その性質によって人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、普通建設事業費、災害

　また、地方公共団体の経費の構造をみる場合、経費を「義務的経費」、「投資的経費」及び「その他の経費」の３つ

　この３つに分類する方法は、財政の健全性、弾力性を測定するために重要であり、歳出総額に占める義務的経費の割

人件費

復旧事業費、公債費、積立金、投資及び出資金、貸付金、繰出金及び予備費に分類することであります。

に分類する方法もあります。

合が低く、投資的経費の割合が高いほど財政構造は弾力性があるといえます。
　本市の場合、その他の経費をさらに消費的経費とその他の経費に分類しています。

普通建設事業費
災害復旧事業費

補助費等

繰出金
積立金
投資及び出資金

物件費
維持補修費
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8,132

5,264

4,220

7,695

5,614

4,203

9,491

6,397

5,440

9,510

6,716

5,762

10,127

7,607

6,227

10,354 10,355

7,327

10,096

12,058

7,207

10,148

11,655

7,212

9,763

11,903

6,724

9,707

12,088

6,165

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

義務的経費予算額の推移

人件費

扶助費

公債費

百万円

※平成17年度は一宮町予算額を合算
　平成19年度は音羽町、御津町当初予算額を合算
　平成21年度は小坂井町当初予算額を合算
　平成16年度以降については、借換債を除く

人件費は、職員
数の削減により
減少していま
す。
手当や医療費と
いった扶助費
は、制度改正や
対象者の増など
により、増加し
ています。
公債費は、借入
額を少なくする
ことで、減らす
努力をしていま
す。
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4,256

427

5,542

4,692

386

5,433

5,956

476

6,351

5,909

506

6,686

7,155

554

8,555 8,624

553

4,559

8,899

589

4,741

8,680

600

6,323

8,856

663

5,688

9,413

683

6,597

0
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2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

消費的経費予算額の推移

物件費

維持補修費

補助費等

百万円

物件費は、社会
保障・税番号制
度対応システム
構築等業務委託
などにより増え
ています。
補助費等は、臨
時福祉給付金給
付事業、子育て
支援減税手当給
付事業などによ
り増えていま
す。

※平成17年度は一宮町予算額を合算
　平成19年度は音羽町、御津町当初予算額を合算
　平成21年度は小坂井町、豊川宝飯衛生組合当初予算額を合算

- 22 -



3,151

16

4,904

15

5,064

16

4,191

15

4,796

16

5,189

16

5,476

16

7,899

16

5,764

16

7,163

16

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

投資的経費予算額の推移

普通建設事業費

災害復旧事業費

百万円

※平成17年度は一宮町予算額を合算
　平成19年度は音羽町、御津町当初予算額を合算
　平成21年度は小坂井町当初予算額を合算

普通建設事業費
は、旧市民病院用
地の土地購入、八
南小学校校舎の増
築等、地域文化広
場の増改築などに
より大きく増加し
ています。
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